






自主防災組織 行動マニュアル（例）
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○○自主防災組織
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１　平常時の活動
(1)　防災知識の普及・啓発
災害時に自主防災組織が効果的に活動し，被害の発生及び拡大を防止するためには，日頃から災害に備えて準備をしておくことが大切であり，そのためには住民一人ひとりが防災に関する正確な知識を持つことが大切です。
普及・啓発方法の例
・　防災チラシの配布
・　市役所等が開催する講演会・研修会等への参加
・　自主防災組織で勉強会を開催
・　地域版広報紙の作成，配布　など







　　　災害時の情報伝達・収集手段として，下記のものが利用できます。
大崎市域に避難勧告等の情報を一斉に配信します。
緊急メール
（携帯電話）



登録したメールアドレスに警報等の情報を一斉に配信します。
登録メール
（携帯電話）


大　　崎　　市

災　害　発　生
おおさきＦＭ（８３．５MHz）から災害関連情報を放送します。
おおさきＦＭ
（ラジオ）



ＮＨＫのｄボタンを操作し,災害関連情報を取得できます。
データ放送
（テレビ）



専用番号に電話を掛けると,災害関連情報を取得できます。
電話応答サービス
（電話）



防災行政無線の閣外拡声器から，災害関連情報を放送します。
屋外拡声器
（防災行政無線）



大規模な災害時には，一般電話や携帯電話の通話が制限されます。NTT の災害用伝言ダイヤルや携帯電話の災害伝言板を活用して，家族や友人に連絡できます。

・ 災害伝言ダイヤル１７１
「１７１」をダイヤルし，ガイダンスにしたがって伝言を登録・再生できます。

ＮＴＴ東日本（一般電話：音声）http://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/
[image: ]

・　災害伝言板
安否情報を登録すると，家族や友人が携帯電話やパソコンから確認できます。詳しくは，各社のホームページなどをご覧ください。
〈ＮＴＴドコモ〉http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/index.html#p01
〈ａｕ〉http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/
〈ソフトバンクモバイル〉http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
〈ウィルコム〉http://www.willcom-inc.com/ja/info/dengon/index.html






(2)　各種台帳の整備
　　　①　世帯台帳
世帯ごとに，構成員等について記入する台帳です。この台帳は避難所での世帯人員確認などに活用します。ただし，プライバシーに係ると考えられる項目については書かなくてもよいこととするなどの配慮が必要です。（資料２）

　　　②　災害時要援護者台帳
自主防災組織内で支援が必要な人など，地域に在住する要援護者を把握するための台帳で，避難誘導の際や避難所での対応に役立てるものです。
この台帳の作成にあたっては，地区の行政区長や民生・児童委員などの協力など，地域のさまざまなコミュニティやネットワークの活用が必要となります。また，本人から了解を得た情報については，市から自主防災組織に情報提供されます。自主防災組織としては，プライバシーの確保については十分注意するようにしましょう。

　　　③　資機材台帳
災害時の救出・救護活動などで必要となる資器材についての保管場所や数量などをまとめておく台帳です。（資料３）

(3)　地域の防災マップづくり
　　　①　災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所
災害による被害をできるかぎり少なくするためには，自分たちの住んでいる地域が，災害に対してどのような弱点があるのかということを，日常から具体的に把握しておくことが必要です。そのためには自分たちの地域を自分たちで実際に調べてみて，地震や台風などの災害が起きたらどのような状況になるのか予測しておくことが重要です。
地域内の危険な場所としては，老朽木造住宅の密集地域や危険施設の周辺地域などがあります。
また，路上の自動販売機や放置自転車などは，地震による揺れで倒れてしまい，避難の際には障害になります。狭い道路も，沿道の家屋のブロック塀や電柱などが倒れて，通行の妨げになることがあります。

　　　②　災害時の救出・救助活動，消火活動，被災後の生活に役立つ場所
災害時に役立つ施設や場所としては，地域内に立地する医療機関や福祉施設，事業所などがあります。
また，河川や学校等のプール，貯水槽や防火用水，井戸などの水源は，消火活動や生活雑水として活用できるとともに，公園や緑地，広場，集会所の庭などは，一時的な避難場所になったり，炊き出しなどの活動の場としても役に立ちます。
～次のような場所があるかチェックしてみましょう～
・　一時的な避難場所や避難所として活用できる場所
（公園・緑地，学校の校庭，集会所など）
・　病院・診療所，福祉施設，地域に立地する企業
・　安全に避難できる道路（避難路），危険な道路
・　河川，プール，貯水槽，防火用水，井戸などの水源　など









　　　③　地域の防災マップ作成の流れ（例）

地図を用意しましょう。
・　自分たちの地域が入っている地図を用意します。
・　白地図が用意できない場合などは区役所の防災担当に相談ください。





自分たちの地域がどのような災害の被害を受けるのか調べましょう。
・　地域の被害想定などを確認して，地図に書き込みます。





防災点検の項目を洗い出し，整理しましょう。
・　災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所，災害時に役立つ施設，場所について，どういう場所が考えられるか整理しましょう。






タウンウォッチングを実施しましょう。
・　整理した点検項目だけではなく，タウンウォッチングしながら気づいた点，気になる点などを地図に書き込んでいきましょう。
・　気づいた点などはカメラやビデオで撮影しておいても良いでしょう。
・　移動の際には，交通事故などにあわないよう十分に安全確認をしてください。









点検結果について話し合って，防災マップをつくりましょう。
・　書き込んだ地図や写真などを見ながら，災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所，災害時に役立つ施設・場所を整理しましょう。
・　 災害時に危険な場所や活動時に障害になる場所については，どのような点が問題で，どのように改善すれば良いのかなどを検討します。
・　災害時に役立つ施設・場所については，どのような活用方法があるのか，制約はある場合どのように解決すれば良いのかなどを検討しましょう。









(4)　災害時要援護者の支援対策づくり
①　災害時要援護者支援のネットワーク
要援護者に対しては，防災や福祉・医療などに関連する組織や団体が有機的に連携して支援にあたる必要があり，自主防災組織は災害時において避難誘導や情報伝達などの実動部隊として活動することが期待されていることから，社会福祉協議会や民生・児童委員協議会，医療施設，福祉施設，障害者団体，ボランティアなどと日頃から協力関係を構築しておくことが大切です。
また，地域に看護師等の保健・医療・福祉の専門職や経験者がいれば心強いことから，そのような専門的な知識・技能を持った人を把握するとともに，防災活動に参加するよう呼びかけるなどしてネットワークの広がりを図ることにより，日頃から要援護者を地域全体で見守り，支援していくことが大切です。

②　支援プラン作成の取組み
要援護者がどこに住んでいて，どのような状態なのか，ということを日頃から把握しコミュニケーションをとっておけば，いざというときに速やかに要援護者を助け出すことができます。
自主防災組織は，地域のネットワークを活用して要援護者を把握するとともに，本人から要援護者名簿の登録を申請していただくように，組織としての避難支援の取組みを広く住民に広報しましょう。
さらに，災害は昼間，夜間，いつに起こるか分かりません。近隣にお住まいの方などに支援者になっていただくなど，要援護者の避難支援を担っていただける協力者を一人でも多く募りましょう。その上で自主防災組織は協力者とともに対象者を訪問し，身体等の状態，災害時における情報伝達の手段や避難支援の方法等について話し合うなどし，その内容を支援プランとしてまとめて本人及び支援者でお互いに確認しておきましょう。

③　情報伝達や避難行動
災害時には，災害に関係する情報が確実に伝達されるよう配慮が必要ですので，どのような経路や方法（多言語表記や絵文字など）で伝達するのかを具体的に決めておきましょう。
・　台風など水害からの避難
風水害時には，避難に時間がかかる高齢者や障害者等がいち早く安全に避難できるよう，通常の「避難勧告」や「避難指示」に先立って「避難準備情報」を発令しますので，「避難準備情報」が発令された場合には，要援護者の方々への避難支援を協力者と連携して開始しましょう。特に浸水が迫っているような場合を考え，要援護者の自宅の２階，３階への避難や，近くの企業・マンションへの一時避難も想定しておきましょう。
・　地震が起こったら
地震発生時には，要援護者の安否確認や救出・救助が必要となりますが，例えば直下型地震等が発生した場合には地域内で多くの家屋が倒壊し，要援護者であるかどうかにかかわらず安否確認が必要な状態があちらこちらで発生します。そのため，日頃から地域の災害被害想定を踏まえた発災時の具体的な対応計画を定めておく必要があります。

④　避難所生活の支援
避難所では，要援護者が少しでも生活がしやすいように配慮してください。

(5)　防災訓練
災害の規模が大きければ大きいほど，人命救助や消火などの緊急対策の需要が増大するため，防災関係機関はすべての地域には手が回らない状況になります。
一方，防災組織の人達は，あちこちで生命の危機に瀕した人達が発生し多くの市民がパニックになるなど，通常の状態とはまったく違った状況のなかで通常の行動とはまったく違った救出・救助活動等の災害対応を実施することになります。「自分だけは大丈夫」「自分たちの地域だけは大丈夫」と思っていると，通常の冷静な心理状態では行動できず，被害を拡大させてしまいます。このような状況のなかで的確に行動するためには，平常時に災害時を想定した実際的な訓練を行うことが不可欠です。実際的な訓練を普段から取組んでいないと，災害時における効果的な活動はできるものではありません。普段から練成した行動でも，災害時にはスムーズにできなくなることもあります。このため，災害時に適切に行動できるよう，実践的な訓練を繰り返し行っておくことが重要です。
訓練の実施にあたっては，自主防災組織だけではなく，各年齢層の住民や事業所，防災関係機関などとの連携を十分に図りながら行うことも重要です。

　　　①　訓練の成果をあげるために
　　　　　訓練の成果を上げるためには，次の点が重要です。
　　　　・　訓練前から実施事項が決まっている内容を淡々と消化する，いわゆるシナリオ型訓練からの脱却
　　　　・　事態発生時に本来承知していないことは事前に知らせない，いわゆるブラインド型の訓練を実施
　　　　・　訓練の目的や内容等を明らかにした訓練実施計画をつくる。
（資料４）
・　第１ 段階では個人の基礎知識や能力を向上させ，第２ 段階として小グループのチームワークを向上させ，第3 段階として総合的な訓練や応用訓練を実施するなど，段階的に組織の能力が向上するように訓練を実施する。
・　訓練実施計画を作成したら，市役所の防災担当に内容を検討してもらうと同時に，訓練への協力を依頼する。
	訓練の実施を周知徹底

	訓練日時・内容等を記載した回覧板やポスター・チラ
シ，広報を利用して，訓練の実施を「知らなかった」
人がいないように徹底させましょう。

	訓練の日時に変化をつける

	いつも同じ日時に実施していると，同じ人しか参加で
きないため，休日や夕方・夜間など多くの人が参加で
きる日時に設定してみましょう。

	訓練内容に変化をつける

	〇　毎回同じような訓練の内容では，参加している人も慣れてしまい，結果的に参加者が減少することにもなります。このため，訓練の内容に変化をつけましょう。
〇　初期消火訓練や避難誘導訓練，救出・救護訓練のほか，炊き出し訓練，地域の小中学校，高校や老人ホームなどとの合同訓練など，地域の実態に応じて訓練内容を考えてみましょう。
〇　防災運動会や防災クイズなど，楽しみ，競いながら，知識や技術を習得するということも考えられます。



　　　②　各種訓練内容
防災訓練はいくつかの種類の訓練を組み合わせて実施したり，地域の事業所に勤める従業員や福祉施設などとの合同訓練，他地域の自主防災組織との合同訓練など，いろいろなバリエーションが考えられますので地域の特性に応じて防災訓練を立案し実施しましょう。
	訓練の種別
	内　　　　　　　　容

	情報収集
・伝達訓練
	・　地域内の被災情報や避難の状況等を正確に収集する。
・　防災関係機関等からの情報を住民に正しく伝達する。

	本部運営訓練
	・　地域の防災拠点の本部（連合や町会本部等）を有効に機能できる能力を身につける。

	初期消火訓練
	・　火災をできるだけ小さなうちに消し止めるために水バケツ，消火器等を用いて効果的な消火技術を身につける。

	安否確認訓練
	・　各種災害に際し，地域内の住民等の安否を正確に確認する。

	救出・搬送訓練
	・　建物の倒壊により救助を必要とする人を住民等で協力し救出したり，病院や救護所へ連れて行く。

	救護訓練
	・　救護所の開設や救護チームの巡回等により，負傷者や病人等に対する応急手当等を実施する能力を身につける。

	避難誘導訓練
	・　突然災害が発生した場合でも速やかに安全な場所に避難できるように，携行品，服装を点検し，実際の避難場所まで各種の障害を克服しつつ住民等を避難させる。
・　1 人で避難できない要援護者等の介助方法等を身につけ，町内に起こりうる様々な状況下（マンション高層階，夜間雨天，全壊家屋内等）で要援護者の避難支援等を実施する。

	給食給水訓練
	・　水道が止まったり食料が不足した場合に備えて，救援物資や飲料水，炊き出し食糧の円滑な配給方法を身につける。

	避難所開設
・運営訓練
	・　災害時に収容避難所となる実際の施設を使用して，避難所を住民主体で開設し，避難所での各班等の活動を円滑に行う。

	図上訓練
	・　各種の災害時の進展を想定して地図の上でその対応等を考えることにより，地域の防災活動等について住民同士で検討する。



　　　③　訓練の具体例
　　　　　【情報収集・伝達訓練，安否確認訓練】
　　　　　・　班ごとに，あらかじめ用意しておいた名簿をもとに，隣近所声かけを行うとともに，けが人がいないか安否確認を行う。
　　　　　・　併せて，倒壊家屋等の状況も記録しておく。
　　　　　・　場合によって，安否確認の必要がない住宅については，玄関先に目印（黄色いタオルなど）を置く。
　　　　　・　班ごとの情報を集会所に持ち寄り，集計し，けが人，住宅の被害状況をまとめる。

　　　　　【初期消火訓練】
・　バケツリレーのチームをつくる。
・　火元に見立てた的を用意する。
・　人は背中あわせに２列に並び，バケツを中継する。
・　バケツを持って風上から近寄り，安全距離２～３ｍをみて注水位置を決める。
・　両足を開き，腰を落とし，前に押し出すような気持ちで投水。
・　消火器の代わりに，水消火器を使った訓練も可能。
　　　　　
【救護訓練】
・　救急救命講習として，消防署に訓練依頼。（市が仲介）
・　訓練内容…応急手当，ＡＥＤを使った救命講習　など

【避難誘導訓練，避難所開設・運営訓練，給食給水訓練】
・　避難誘導班は住民に避難を呼びかける。
・　住民は自宅の火災発生防止の処置を行うとともに，安全で動きやすい服装で非常持出品を携行し，自主防災組織が予め定めた場所に集合する。
・　避難誘導班は集合した住民を確認し，不明な場合は手分けして安否を確認する。
・　避難所開設訓練を実施する場合は，予め指定避難所となる施設の了解を得ておく。
・　避難所で使用する敷きマット，毛布，発電機等の確認を行う。
・　給食給水訓練（炊き出し訓練）を実施する場合は，白米を使用するのか，アルファ米を使用するのか決定しておく。
・　白米を使用する場合は，防災倉庫に保管している炊出しセットを活用する。

　　　④　防災訓練の災害補償について
防災訓練中に，万一不慮の事故により傷害を受けた場合，その被害者を補償するため，予め保険に入っておくことをお勧めします。


２　災害時の活動
(1)　地震
　　　①　時系列から見た行動
以下は，震災時における初動対応の時期に期待される活動を表したものですが，自主防災組織は初動対応以降も復旧・復興に向けて，他団体と連携しながら，継続的な活動が求められます。
なお，震災時の活動においては，自身及び家族の安全確保を前提として行われるものです。

自主防災組織に期待される活動・役割
震災時の状況


○ 防災知識の普及
○ 防災訓練の実施
○ 資機材等の整備
○ 災害危険箇所，災害時要援護者の把握等



発生前



地震発生

-----------	-------------------------------------------------------------------------
発生直後

○ 自身と家族の安全確保
○ 近隣での助け合い
（出火防止，初期消火，救助等）


	～ 地震発生直後 ～
	

---------	---------------------------	------------------------------------------------地域で救援活動に当たる人も含めて，大部分の人が被災者であり，生命の危機・生活環境等の破壊に対し，自助と地域住民の共助が中心となる。

○ 安否や被害についての情報収集
○ 初期消火活動・救出活動
○ 負傷者の手当・搬送
○ 住民の避難誘導活動
○ 災害時要援護者の避難支援
○ 避難所の開設

数時間後



	
	～ 災害発生から数日間 ～
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------行政や公的機関による緊急対応や地域住民と自主防災組織としては，初動対応となる消火，避難，救出・救護，給食・給水等を実施する時期となる。また，外部から様々な支援活動，人材，支援物資が入ってくる時期でもある。

（地域性や災害の規模によって外部からの支援時期は異なる。）
数日後
○ 避難所運営
○ 自治体および関係機関の情報伝達
○ 炊き出し等の給食・給水活動
○ 防疫対策，し尿処理
○ 避難中の自警（防犯）活動
○ 災害時要支援者への配慮
○ ボランティア活動のニーズの把握











　　　②　出火防止・初期消火
・　地震が発生したら，まずは揺れがおさまるまで安全な場所で身を守る。
・　揺れがおさまったら使用中の火気を素早く消す。
・　避難するときには，必ずガスの元栓を閉めたり，電気のブレーカーを切ってから，周辺の安全を確認し避難する。
・　火災を大きくしないためには，出火してから数分間が勝負。
・　初期消火には，消火器，バケツリレー，ビニール袋に詰めた水を火点に投げる消火方法がある。
・　断水によって水道が使えない場合は，風呂にためてあった水や井戸水，近くの川やプールの水などを使う。
・　ただし，地域で行う初期消火活動はあくまで火災の延焼を防止することが目的ですので決して無理はしないこと。
・　すぐに消防署員を呼んで，その指示に従うこと。

　　　③　安否確認・救出活動・被害状況の確認
　　　　・　隣近所声をかけあい，お互いの安否を確認すること。
・　タンスや倒壊家屋の下敷きになっている人がいる場合は，可能な限り救出作業にあたること。
・　自分達で救出ができないと判断した場合は，通行人や消防団の協力を求めたり，消防署に通報すること。
　　　　・　自主防災組織内の取り決めにより，けが人の把握，家屋の被害状況を把握すること。把握した被害状況は，市に報告すること。
　　　　　　（資料５）

　　　④　避難誘導・災害時要援護者の避難支援
・　避難する際は，非常持ち出し品など必要最小限の物資・用品だけを持ち出し，軍手やヘルメット，厚底の靴などを身につけた，動きやすい服装で避難する。
・　高齢者，子ども，負傷者などの避難を手助けし，寝たきりの人や身体の不自由な人など自力で避難できない人を，住民と協力して，リヤカーや車いすなどを活用し避難させる。
・　地域防災リーダーは，安全な通行が可能な避難経路を選択し，住民を誘導すること。
・　住民が避難所に移動したら住民の安否確認をし，避難所の職員又は市役所の災害対策本部等に連絡すること。

　　　⑤　一時避難所の開設
　　　　　地区の集会所などを一時避難所として開設する場合の手順は次のとおり。
　　　　・　一次避難所開設の決定（自主防災組織幹部会などで）
　　　　・　施設の開錠，安全確認
　　　　　　　□柱，壁の亀裂　　□ガラスの破損　　□電気　　□水道
　　　□ガス
・　避難所の開設，避難者スペースの指定
・　避難者カードの配布，回収，避難者名簿の作成（資料６）
・　避難者数の報告（身近な指定避難所又は市役所へ）
・　食料，生活必需品などの請求，受領（身近な指定避難所又は市役所），配給
・　避難者の健康状態の確認
・　避難所運営状況の市への報告
・　避難所の閉鎖決定（自主防災組織幹部会などで），閉鎖

　　　⑥　指定避難所の運営
　　　　　別途作成する避難所ごとの運営マニュアルに基づき，指定避難所の運営に協力しましょう。（資料１）



(2)　風水害
①　時系列から見た行動
地震災害時の活動と同様に，風水害時においても時期に応じた的確な活動が求められますが，突然襲ってくる地震とは異なり，風水害はその発生までにある程度の時間があるため，被害が及ぶ危険を避けるために，早期で情報伝達や避難といった行動をとることによって，大規模な被害を抑えることが可能です。
したがって，風水害時の活動の内容については，避難後の行動等，前項の地震災害時の活動を基本とするほか，次のような事前行動が求められます。

災害時の状況

自主防災組織に期待される活動・役割

	
ラジオ・テレビなどの気象情報に注意し，避難準備情報や避難勧告・指示に備えて行動する。
また，地域の災害状況（水位，土砂災害の前兆現象）に注意する。
※ 早期の情報伝達・事前行動が必要
※ 土砂災害の前兆現象などに注意し，異常があれば自主避難するとともに，市に通報する
○ 住民への避難の呼びかけ
○ 土のう積み等，被害を抑える行動
○ 災害時要援護者の避難支援

災害発生前





※ 被害を抑えるための行動と避難所運営
○ 安否や被害についての情報収集
○ 救出活動
○ 負傷者の手当・搬送
○ 避難所運営
災害発生直後
災害発生
早期に避難を完了し，避難所等での安否確認等を実施する時期である。
また状況に応じて，水防活動，救出・救護を実施する。

　
-------------	









　　　　　　　インターネットからの情報収集
・　国土交通省 リアルタイム 川の防災情報（携帯版も有り　⇒ 　http://www.river.go.jp/
・　宮城県土木部総合情報システム　⇒http://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/servlet/Link_works.html
・　気象庁　⇒　http://www.jma.go.jp/jma/index.html
　　　②　水害発生時の避難行動
・　避難でいちばん重要なことは「時期を逸しないこと」
・　特に集中豪雨による水害は，ほとんど瞬間的な現象として襲ってくるだけに，その判断と行動は重要で「避難は早めに」が鉄則
・　避難指示に従って時を移さず自主防災組織として住民の避難誘導を行うことが大切
・　特に高齢者，病人，心身に障害のある方，乳幼児などの世帯では，避難準備情報が発令されると自主防災組織による早めの避難支援が大切
避難準備情報や避難勧告・指示の内容
	発令情報
	　　　発令時の状況
	住民に求める行動

	


避難準備情報
(要援護者避難情報)

	要援護者等，特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり，人的被害の発生する可能性が高まった状況


	・要援護者等，特に避難行動に時間を要する者は，計画された避難所への避難行動を開始
・上記以外の者は，家族等との連絡，非常用持出品の用意等，避難準備を開始









	
避難勧告





	通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり，人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況






	
通常の避難行動ができる者は，計画された避難所等への避難行動を開始



	



避難指示








	・前兆現象の発生や，現在の切迫した状況から，人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・堤防の隣接地等，地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・人的被害の発生した状況

	・避難勧告等の発令後で避難中の住民は，確実な避難行動を直ちに完了
・未だ避難していない対象住民は，直ちに避難行動に移るとともに，そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動



＊　自然現象のため不測の事態等も想定されることから，避難行動は，計画された避難所等に避難することが必ずしも適切ではなく，事態の切迫した状況等に応じて，自宅や隣接建物の２階等に避難することもある。
　　　③　指定避難所の運営
別途作成する避難所ごとの運営マニュアルに基づき，指定避難所の運営に協力しましょう。（資料１）

３　自主防災活動の記録
自主防災組織の活動をより充実させていくためには，自主防災組織自らによる自己評価が大切です。
このため，災害時における活動内容を記録しておくとともに，自分たちの活動で，良かったところ，問題があったところなどを評価・総括し，今後の活動に向けて拡充すべき点や改善すべき点などを整理しておきましょう。これらの記録と評価は，次の災害に向けての貴重な教訓となります。また，日頃の取り組みについても，記録をとっておくことが大切です。
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